
◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員

の給与に関する法律の一部を改正する法律 
（平成三〇年三月三一日法律第二号）   

一、提案理由（平成三〇年三月九日・衆議院外務委員会） 

○河野国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に

勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理

由を御説明いたします。 

 改正の第一は、在ダバオ日本国総領事館及び北大西洋条約機構日本政府代表部を新設

するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基

準額を定めることであります。 

 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定

することであります。 

 改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定するこ

とであります。 

 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定及び子女教育手当の支給額の改

定については、平成三十年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要

があります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院外務委員長報告（平成三〇年三月一六日） 

○中山泰秀君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案の主な内容は、 

 第一に、フィリピンのダバオに日本国総領事館を、また、北大西洋条約機構日本政府

代表部をそれぞれ新設すること、 

 第二に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の

支給額を改定すること 

等であります。 

 本案は、去る九日外務委員会に付託され、同日河野太郎外務大臣から提案理由の説明

を聴取いたしました。十四日に質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、原案のと

おり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院外交防衛委員長報告（平成三〇年三月三〇日） 

○三宅伸吾君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、在外公館として在ダバオ日本国総領事館及び北大西洋条約機構日本政府



代表部を新設すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額

を改定すること、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定するこ

と等について規定するものであります。 

 委員会におきましては、在ダバオ総領事館新設の背景とその意義、ＮＡＴＯ加盟国で

ない我が国が政府代表部を新設する理由、ＮＡＴＯ政府代表部の事務体制の見通し、我

が国とＮＡＴＯとの協力の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によ

って御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対する旨の意

見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


